
令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の
状況に関する意見等

全国重症心身障害児(者)を守る会

会長 安部井聖子

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム

第50回（R7.12.11） ヒアリング資料14（書面）

1



全国重症心身障害児（者）を守る会の概要

１．設立年月日

昭和39年６月13日 全国重症心身障害児(者)を守る会〔親の会〕設立

昭和41年４月28日 社会福祉事業を実施するため社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会を設立

２．活動目的及び主な活動内容

全国重症心身障害児(者)を守る会〔親の会〕は、重い障害のある子どものいのちを守るため、親たちが中

心となって昭和39年6月13日に設立しました。

 当時、障害が重く社会復帰できないものに国の福祉は及ばず、「社会の役に立たないものに国のお金は

使えません」との声も聞かれる世相の中で、私たちは「どんなに障害が重くても真剣に生きている この命

を守ってください」、また「社会の一番弱いものを切り捨てることは、その次に弱いものが切り捨てられる

ことになり、社会の幸せにつながらないのではないですか」と訴えてまいりました。

以来60年にわたり、 「最も弱いものをひとりももれなく守る」という基本理念に沿って、重症心身障害

児者の医療・福祉・教育における施策の充実に向けた運動を展開するとともに、親の意識の啓発と連携を密

にするため全国各地に支部を置き、地域における重症心身障害児者への理解を深める活動を続けております。

３．守る会の三原則

一. 決して争ってはいけない

争いの中に弱いものの生きる場はない

一. 親個人がいかなる主義主張があっても重症児運動に参加する者は党派を超えること

一． 最も弱いものをひとりももれなく守る

４．会員数 約 １万人（親の会）

５．代表者 （親の会）会長 安部井 聖子、（法人）理事長 倉田 清子
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（概要）

１ 短期入所サービス費について

(1) 重症児者入所施設事業者が積極的に短期入所事業を実施するための、又、緊急時受け入れのベッドを確保す

るための、これに見合う適切な報酬単価を設定し、事業者のインセンティブを高める仕組みを構築してください。

(2) 報酬単価の設定が難しい場合は、短期入所枠を確保する観点から、こども家庭庁が所管する社会的養護施設と

同様な仕組み、具体的には重症児者入所施設本体の報酬の「日払い」を見直し、人件費等の事務費については

「月払い」「定員払い」に合わせるようお願いします。

 ２ 経営及び賃上げ等の状況について
令和７年障害福祉サービス等経営概況調査結果によれば、令和６年度決算における全サービス平均での赤字事

業所の割合は 43.6％（調査対象 14,389 施設・事業所）に上っています。このような状況のもとでは、法人の経営努

力のみで継続的な処遇改善を支えることは困難であり、人事院勧告に準じたベースアップを確保することはできま

せん。このため恒久的な措置として基本報酬の引き上げを強くお願いします。特に人件費比率は療養介護78.8％、

医療型障害児入所施設74.1％ と非常に高く、３年に一度の報酬改定では人件費の上昇に収入が追いつかず、財

務体質は悪化傾向が続いています。物価・賃金の動向に連動した柔軟かつ機動的な報酬改定の仕組みを導入し

てください。

 ３ 施設の建替えについて
 重症児者を受け入れる病棟の多くは築40年以上経過しており、老朽化・狭隘化が顕著で、安全面・衛生面等を含

め施設機能に影響が生じています。近年の建築費高騰により、建築単価はここ数年で1.5～2倍に増加している上、

社会福祉法人の近年の経営状況を踏まえると、建替えのための内部留保を確保することは極めて困難な状況です。

重度・重症化及び医療の高度化が進む利用者に適切に対応し、医療的ケア児者の受入れを促進するためにも、建

替えに係る費用への補助（施設整備費補助、利子補給制度、仮設移転費の補助等）について、国としての更なる財

政的支援を強くお願いします。また、病棟建替えとあわせてICT・DXを促進することで、人手不足対策と人件費抑制

にも寄与すると考えます。さらに建替えは、短期入所（ショートステイ）をはじめとする在宅支援の拡充にもつながり、

施設入所という選択肢だけではなく、「必要なときだけ施設を利用する」という選択肢が増えることで、多様な生活形

態を確保でき、障害福祉制度の持続可能性向上に資すると考えます。
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）

１ 短期入所サービス費について

第５次障害者基本計画の[7-(3)-1]には、「障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生

活又は社会生活を営むことが求められています。このため、個々の障害者のニーズ及び実態に応じて、在宅の障害者

に対する日常生活又は社会生活を営む上での、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の支援を行うととも

に、短期入所及び日中活動の場の確保等により、在宅サービスの量的・質的充実を図るほか、必要な時に救急医療

が受けられる体制整備を推進する。」とあります。

上記基本計画を「理想」から「実現に向けた観点から取り組む」ためには、重症心身障害児者（以下「重症児者」。）の

短期入所サービスは、在宅生活を継続するための極めて重要なものと位置付ける必要があります。具体的には、空床

型ではなく、いつでも利用できるベッド数の確保、つまり量的拡充が必要です。また、在宅生活者の不安を解消するた

めの対策として重症児者入所施設（医療型障害児入所施設、療養介護事業所）の介護者の病気など重症児者を緊急

に受け入れるためのベッドの確保が必要です。当然、在宅の重症児者を受け入れる救急医療体制がないことから救

急病院の受け入れ拒否事例をなくすシステムの構築が不可欠です。しかしながら、令和７年障害福祉サービス等経営

概況調査結果によれば、社会福祉法人が経営する短期入所の収支差は△1.6％という現状にあります。

ついては、①重症児者入所施設事業者が積極的に短期入所事業を実施するための、又、緊急時受け入れのベッド

を確保するための、これに見合う適切な報酬単価を設定し、事業者のインセンティブを高める仕組みを構築してくださ

い。②報酬単価の設定が難しい場合は、短期入所枠を確保する観点から、こども家庭庁が所管する社会的養護施設

と同様な仕組み、具体的には重症児者入所施設本体の報酬の「日払い」を見直し、人件費等の事務費については「月

払い」「定員払い」に合わせるようお願いします。
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２ 経営及び賃上げ等の状況について
令和７年度障害福祉人材の確保及び処遇状況等に関する調査結果では、「福祉・介護職員等処遇改善加算」を取得

した5,250施設の常勤福祉・介護職員の平均月給は、令和６年９月から令和７年７月にかけて16,970円（＋5.4％）増加 

しています。一方、令和７年障害福祉サービス等経営概況調査結果によれば、令和６年度決算における全サービス平

均での赤字事業所の割合は 43.6％（調査対象 14,389 施設・事業所）に上っています。

このように「福祉・介護職員等処遇改善加算」により一定の処遇改善は図られているものの、人件費及び物価（光熱

水費・診療材料費等）の高騰等により、事業自体が赤字である場合、当該年度のベースアップ相当分の収入が確保さ

れても、翌年度以降は法人の自己負担となる現状もあります。赤字の解消なくして職員の処遇改善を図ることはできま

せん。法人の経営努力のみで継続的な処遇改善を支えることは困難であり、人事院勧告に準じたベースアップを確保

できるよう、恒久的な措置として基本報酬の引き上げを強くお願いします。

特に重症児者にかかわる療養介護及び医療型障害児入所施設においては、重度・重症化及び医療の高度化に対

応するため、手厚い看護体制が不可欠です。令和７年調査においても、社会福祉法人が運営する施設の人件費比率

は療養介護78.8％、医療型障害児入所施設74.1％ と非常に高く、３年に一度の報酬改定では人件費の上昇に収入が

追いつかず、財務体質は悪化傾向が続いています。物価・賃金の動向に連動した柔軟かつ機動的な報酬改定の仕組

みを導入してください。

さらに、東京都社会福祉協議会の調査では、人材不足を背景に、都内社会福祉法人の約６割が有料職業紹介を利

用しており、その手数料は年平均437万円に達することが明らかになっています。こうした追加的な採用コストも経営を

大きく圧迫していることから、人材確保対策の強化も併せてお願いします。

加えて、いわゆる 「2040年問題」 とされる生産年齢人口の急減や高齢者人口のピーク化により、2040年に向けて福

祉・介護分野では深刻な人材不足が避けられない状況です。とりわけ、医療を必要とする重症児者支援の分野では、

高度な専門性を有する人材の確保が一層困難になることが予想されます。このため、ICT・DX・AIアシスト等の導入支

援による業務効率化を図り、人材不足対策および人件費抑制につなげるとともに、専門人材の確保・育成を見据えた

研修費等の補助や体系的な研修制度の整備など、長期的な財源及び制度設計をお願いします。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）
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３ 施設の建替えについて
重症児者を受け入れる病棟の多くは築40年以上経過しており、老朽化・狭隘化が顕著で、安全面・衛生面等を含め

施設機能に影響が生じています。令和６年度報酬改定後の経営状況を見ると、社会福祉法人が運営する 療養介護の

収支差率は▲4.45％、医療型障害児入所施設では▲0.7％ にとどまり、建替えのための内部留保を確保することは極

めて困難です。さらに、近年の建築費高騰により、建築単価はここ数年で1.5～2倍に増加しています。

老朽化した病棟においては、医療機器（吸引器・人工呼吸器・ストレッチャー等）の動線確保が困難であるほか、陰圧

室の整備、個室化、感染対策のためのゾーニング等、改修による対応が構造上難しい状況にあります。また、老朽化

に伴う修繕費が年数千万円規模で恒常化 し、施設経営を圧迫している状況です。

施設の建替えは、利用者の安全確保、感染対策の強化、人材定着、BCP（災害対策）対応、DX化対応の観点から不

可欠であり、先送りすることはできません。特に老朽化した病棟は職員の労働環境を悪化させ、離職率の上昇や採用

難の一因にもなっています。

ついては、重度・重症化及び医療の高度化が進む利用者に適切に対応し、医療的ケア児者の受入れを促進するた

めにも、建替えに係る費用への補助（施設整備費補助、利子補給制度、仮設移転費の補助等）について、国としての

更なる財政的支援を強くお願いします。病棟建替えとあわせて ICT・DXを促進することで、人手不足対策と人件費抑制

にも寄与すると考えます。

さらに、病棟建替えは 短期入所（ショートステイ）をはじめとする在宅支援の拡充にも直結します。新病棟では、感染

対策を踏まえた個室化や、医療機器の利用を前提とした病室を確保できるため、重症児者や医療的ケア児者の短期

入所・レスパイトの受入れ促進にもつながります。これにより、入所者のみならず在宅で暮らす家族の負担軽減や緊急

時の受入れ先の確保につながり、地域包括ケアの強化に寄与します。「必要なときだけ施設を利用する」という選択肢

が増えることで、施設入所という「特定の生活形態で暮らす」という選択肢だけではなく、多様な生活形態を確保でき、

障害福祉制度の持続可能性向上に資すると考えます。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）
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（参考資料）

２ 経営及び賃上げ等の状況について

・ 療養介護の人件費比率について（令和７年障害福祉サービス等経営概況調査結果）

・ 医療型障害児入所施設の人件費比率について（令和７年障害福祉サービス等経営概況調査結果）

①

②

＜人件費比率＞
  ②267,538円÷①の合計額（339,558円）＝78.8％

①

②

＜人件費比率＞
  ②26,430円÷①の合計額（35,676円）＝74.1％
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（参考資料）

２ 経営及び賃上げ等の状況について

・ 東京都社会福祉協議会の調査について（2024年10月21日付の福祉新聞の記事）

『都内の福祉法人、６割が有料職業紹介利用 手数料は年平均437万円』

都内の社会福祉法人の６割が有料職業紹介事業所を利用していることが、東京都社会福祉協議会社会福祉法人経営者

協議会の調査で分かった。２０２２年度に同所を通じて雇用した職員数は「３人以下」が５割で最多だが、「１９人以上」も１割

弱あった。１人当たりの紹介手数料は採用決定者の年収の「２６～３０％」が最多。２２年度に法人全体で支払った総額手数

料は平均４３７万円で、最大３７００万円もあった。

同所を利用する理由は「法人や事業所で募集しても応募がない」「緊急性に対応するため」が多かった。人材確保のため

に必要な取り組みは▽養成校との関係強化▽給与の引き上げ▽法人、事業所の認知度の向上――が上位だった。

一方、外国人を受け入れている法人は３割強で、高齢者事業のみ行う法人では６割弱と高かった。受け入れの枠組みは

「在留資格『介護』」が半数を占め、次いで「特定技能」「日本人の配偶者」が多かった。

送り出し機関、受け入れ機関に支払った１人当たりの平均初期費用は、技能実習は「４６万～５０万円」、特定技能は「５万

円以下」が多かった。

また、受け入れ機関に支払う定期費用の１人当たり平均は、技能実習では「３万～６万円」、特定技能では「１万５０００～

３万５０００円」が８割弱を占めた。

外国人を受け入れる理由は「将来的な労働者不足」「日本人の応募が少ない」のほか、「日本人と変わらない」も多かった。

調査は福祉人材の確保・育成・定着の現状と課題を把握するため、２３年１２月から２４年１月に行い、２６７法人の回答を

集計した（回収率３２％）。
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